
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

立地適正化に関する基本的な方針 

 

 

 

  





第 4章 立地適正化に関する基本的な方針 

 

- 4-1 - 

第 4 章 立地適正化に関する基本的な方針 

 

４-1. 居住誘導区域について 

 

・居住誘導区域内では、主に下記のような人々をターゲットとして居住地として「住みたい」「住

み続けたい」と選ばれるまちにしていくことを目指し、住環境整備などによる居住機能の誘導

を進めていきます。 

 

〇 近隣市町に転出している若い世帯を府中市内に引き止めていきます。 

〇 近隣市町に住み府中市へ働きに来ている世帯に対して職住近接の環境を提供していきます。 

 

・そこで、下記を目標として掲げ、目標を実現するため居住誘導区域を設定します。 

目標１：居住地として積極的に選ばれる市街地を形成し、市外への人口流出を食い止める 

目標２：車を利用しなくても暮らせる住環境を確保する 

 

 

・なお、住環境整備に合わせ、雇用の促進、出産・子育てがしやすい環境づくり、まちへの愛着や

誇りの醸成などに寄与するソフト施策についても進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

□居住を誘導していくターゲットと目標のイメージ 

◯居住地として積極的に選ばれる市街地を形成
- 都市計画道路や狭あい道路の整備
- 農地の保全・活用 など

◯車を利用しなくても暮らせる住環境を確保
- 歩行者空間の整備、バリアフリー化
- 空き家の活用や跡地利用 など

◯雇用の創出や情報発信等による
移住・定住の促進

◯医療体制の充実等による
住民サービスの向上

◯出産・子育ての環境づくり など

ハード面の強化 ソフト面の強化

府中市の住環境

「住みたい」「住み続けたい」
と選ばれる市街地へ

住宅の購入等に伴う転入先として
選ばれるまちとなる

府中市で働いている世帯に
職住近接の環境を提供する
まちとなる

現状で住宅購入や結婚を機に
転出しまっている若い世帯を
市内に引き止められる
まちとなる

近隣市町

転入転入
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（１）目標１：居住地として積極的に選ばれる市街地を形成し、市外への人口流出を食い止める 

 

１）背景 

・府中市では住宅の購入などによる福山市等への転出に歯止めがかかっていないことが 

課題となっています。 

・また福山市に住み府中市へ通勤してくる人も多く、働く場がある強みを生かしきれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平成 27年市民意識調査（アンケート）より 

5,048人

4,180人

6,505人

6,666人

4,692人

2,906人

489人
367人

1,869人

2,798人
107人

134人

1,238人

1,372人

※平成 22年国勢調査より 

□備後圏域における市町間の通勤者の状況（平成 22年） 

□府中市から福山市への転出理由（n=86、回答数(pt)=104） 
（回答数） 
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・一方、市内のまとまった規模の平地部（基本市街地）は、人口が最も多く幹線道路や鉄道が貫

いており、生活利便施設にも近い住環境としてのポテンシャルが高い地域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N
0 0.5 1.0 km

□100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 22年） 

□都市機能の分布と交通利便性 

N
0 0.5 1.0 km

基本市街地 

基本市街地 
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 都市機能や公共交通駅周辺における「生活利便性の高い住環境」 

〇 農地などが残る地域の「みどりの豊かなゆとりある住環境」 

  

 

 

 

３）誘導方針 

① 都市計画道路の継続整備 

 

・これまでの方針に沿って継続的に取り組んでいくため、高木町・中須町周辺を中心に、計画的

な基盤整備を図ります。 

・都市計画道路の栗柄広谷線（南北道路）や目崎出口線等の整備、中須父石線（国道 486号）の

改修を行います。また、社会情勢の変化を勘案しながら、府中新市線の見直しを検討していき

ます。 

 

② 建物の更新と合わせた道路基盤整備 

 

・骨格基盤となる南北道路のほか、狭あい道路整備事業などを活用した計画的な基盤整備を誘導

し、幹線道路へのアクセス性確保による工場の操業環境の向上や生活利便性の向上を図ります。 

・既存の住宅団地においても、個別の建物の更新と合わせた基盤整備等により良好な住宅ストッ

クの形成を図ります。 

 

③ 農地等を生かした緑豊かな住環境整備 

 

・市街地に残る農地は、基盤整備と合わせて都市機能の誘導余地として活用していくほか、身近

なみどり・オープンスペースとしての保全活用を図っていきます。  

□都市機能や公共交通駅周辺における 

「生活利便性の高い住環境」のイメージ 

…駅や病院などの近くで 50坪程度の住宅に居住 

□みどりの豊かなゆとりある住環境イメージ※ 

…農地等みどり豊かな場所で 

100坪程度の住宅に居住 
※都市計画マスタープラン 

（平成 26年 12月）より 
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174

4

4

4

1

7

1

3

2

2

0 50 100 150 200

家族が運転する車

知人が運転する車

電 車

路線バス

施設送迎バス

タクシー

乗合いタクシー

自転車

徒 歩

その他

（n=202）

ｚ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

自家用車 公共交通 徒歩・自転車 その他

64.3% 68.3%
77.0% 78.3% 73.9%

府中町・

出口町周辺

高木町・

中須町周辺

都計区域内

集落市街地

旧府中市

集落市街地

旧上下町

集落市街地

 

（２）目標 2：車を利用しなくても暮らせる住環境を確保する 

 

１）背景 

・府中市では、日常生活において自家用車を多く利用していますが、高齢になるとともに車の運

転が困難となり、公共交通に頼らざるを得なくなることが想定されます。 

・しかし、主に集落市街地周辺においては公共交通の運行頻度が低く、運転が出来ない人の多く

は家族に頼って買い物等をしている傾向がみられますが、今後、単身となった場合など、日常

生活が困難になる状況も懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□運転ができない家族の買い物等に係る移動手段（集落市街地） 

※平成 28年市民アンケートより 

□利用交通手段（平成 22年） 

※国勢調査より 

（回答数） 
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ｚ 

・府中駅周辺は市内で最も生活利便施設が集積しているとともに、道の駅及び府中駅が路線バス

や循環バス、鉄道など周辺地域と繋がる交通結節点となっており、自動車を使わなくても生活

利便施設が利用できる地域となっています。 

・一方で、駅近辺での移動にあたっては、JR福塩線による南北市街地の分断等が課題となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中駅 

□公共交通網とバスの平均乗車密度 

道の駅 

□高速バスも乗り入れる道の駅 □路線バス等の交通結節点となっている府中駅 

N
0 0.5 1.0 km

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEi7Tm2sjSAhUDbbwKHVOeASAQjRwIBw&url=http://blog.goo.ne.jp/tositaro191919/m/201207&bvm=bv.149093890,d.dGc&psig=AFQjCNEXAUxT1SEltxUecnojoSjqO9xSHw&ust=1489124372852179
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駅周辺の歩行者空間の整備による歩きやすいまちが形成されている

魅力ある公園などを整備

府中駅の南北自由通路等が整備
され南北市街地に歩行者の行き
来が生まれている

公共施設や交通機関、歩行者空間などがバリアフリー化されている

市内外から人々が訪れる
賑わいある交流拠点が形成され
ている

駅周辺の居住者は、自家用車の
ほか徒歩や公共交通なども
使える生活を送っている

公園

産業観光ﾂｱｰ事業実施箇所※
※第二期府中市中心市街地活性化
基本計画より

市街地区域

町界

N

0 100 200 m

 

２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 歩いて暮らせる「生活中心街」 

 

  

□市街地のイメージ 
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３）誘導方針 

 

① 歩いて暮らせる質の高い空間の継続 

 

・駅周辺の歩行者空間の整備を進め、回遊性を高めていきます。 

・また、府中駅の南北自由通路等整備による南北市街地の分断解消を目指していきます。 

・高齢者や障がい者が安心して利用できるまちにしていくために、公共施設や交通機関、歩行者

空間などのバリアフリー化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

② 空き家の活用及び跡地利用による憩いの場の創出 

 

・利活用可能な空き家に対する補助制度や活用・流通させる場合のメリット等を周知するなど、

住宅ストックとしての活用・流通を促進します。 

・居住誘導区域は、特定空家等対策の重点地区を含んでいます。当該地区内においては優先的に

特定空家等の除却を図り、空き家の除却後の跡地をまちづくりの資源として捉え、地域住民の

憩いの場等を整備し、居住環境の向上を図ります。 

 

 

  



第 4章 立地適正化に関する基本的な方針 

 

- 4-9 - 

（３）居住誘導区域の設定 

 

①居住誘導区域の設定の考え方 

・目標１、２の実現を目的として、下記の考え方に基づき、区域を設定します。 

・なお、居住誘導区域から除く土砂災害の危険性がある区域等については、住民が安心して

暮らせるよう、関係機関と連携・調整を図りながら災害防除対策等を実施していきます。 

 

 
 

 

 

【居住誘導区域の設定の考え方】 

 ＜区域設定の基本となる地域＞ 

・山と川に囲まれた貴重な平坦な土地として多くの人が住む基本市街地 

・計画的に整備された住宅団地 

 

＜基本となる地域から除く区域＞ 

・突発的な土砂災害の危険性のある土砂災害警戒区域・特別警戒区域、地すべ

り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び宅地造成工事規制区域 

参考）災害危険性の考え方 

府中市では、主に土砂災害と水害が想定されていますが、居住誘導区域の設定に

あたっては、特に突発性が高く生命に危険が及ぶ土砂災害について考慮して区域

を設定しています。 

 

 土砂災害 水害 

災害の 

突発性 

・ゲリラ豪雨など突発的に 

災害が起き、避難などが 

間に合わない危険性が高い 

・生命に危険が及ぶ可能性が 

高い 

・土砂災害に比べ突発性が 

低く、事前の避難が可能 

である 

・土砂災害に比べて生命に 

危険が及ぶ可能性が低い 

 

居住の 

考え方 

・積極的な居住の誘導は 

望ましくない 

・府中市地域防災計画に 

基づく対策により、 

人命の確保に努めること 

で、居住の誘導は可能 

備考 

・土砂災害特別警戒区域に 

加え、土砂災害警戒区域 

についても積極的に誘導 

しない 

・ハザードマップの配布等 

による住民周知、危険性 

が高まった際の速やかな 

情報発信及び避難誘導 
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見晴団地

桜が丘団地

N
0 0.5 1.0 km

②居住誘導区域の設定 

・下図の通り、居住誘導区域を設定します。 

 

 

 

 

  

□居住誘導区域 

目標２ 

車を利用しなくても暮らせる住環境 

を確保する 

目標１ 

居住地として 

積極的に選ばれる市街地を形成し、 

市外への人口流出を食い止める 

：居住誘導区域 
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（４）居住誘導区域の人口密度について 

・一般的に、市街地に生活利便施設の立地が維持されるためには、商圏の考え方にみられるよう

に施設の周辺における一定の人口密度が必要とされています。 

・居住誘導区域内には、住みやすい地域として生活利便施設を維持していく必要がありますが、

府中市においては現況でも居住誘導区域内の人口密度は 40 人/ha 未満となっており、密度が

高いとは言いがたくなっています。 

・一方で、府中市の居住誘導区域は東西約5km、南北約２ｋｍと現状でもコンパクトな大きさで、

区域内のどこでもアクセスしやすい規模の市街地であり、生活利便施設と居住地は必ずしも集

積している必要性がない状況となっています。 

・このため、府中市では居住地の大きさを維持しながら、人口密度が低密度であっても様々な用

途の機能にアクセスしやすく、豊かに暮らせる住みやすい市街地を目指していきます。 

・なお、居住地の大きさの維持と財政的に持続可能な都市経営を両立していくにあたっては、府

中市公共施設等総合管理計画により、公共施設の適正配置等による効率的な都市経営を進めて

いきます。 

 

 

農地や工場などの特色ある機能に彩られた 

ゆとりある住環境 

 

 

  

□居住誘導区域の密度のイメージ 

働く場所（工場など）

みどりの濃淡（農地など）

居住人口の濃淡

県道

国道
鉄道

｢生活中心街｣
市民生活を支える
中心市街地

「基本市街地」
農地や働く場とゆとりある住宅が
調和した市街地

「集落市街地」
生活中心街とつながる
農地や自然と調和した
緑豊かな住環境

住工農が調和した市街地のイメージ：

山と川に囲まれた、
もともとコンパクトな大きさの市街地



第 4章 立地適正化に関する基本的な方針 

 

- 4-12 - 

４-２. 都市機能誘導区域について 

 

 

・府中市では、既存施設の維持を含む公共公益機能、ものづくりを支える機能や新しい機能を

それぞれ誘導していくため、下記のような２つの核の形成による都市機能誘導を目指します。 

 

 

 
 

 

・上記の 2核の形成に向け、下記の目標を掲げ、都市機能誘導区域を設定します。 

目標１：府中駅周辺に都市機能の集積を維持・促進し、生活の中心拠点を形成する 

目標２：産業軸として整備している南北道路の沿道でものづくりのまちの顔を形成する 

 

  

基本市街地

南北道路
周辺

府中駅
周辺

鉄道

居住誘導区域

主要道路

□２つの核による都市機能誘導のイメージ 

既存の施設の維持、 

公共公益機能の誘導 

ものづくりを支える機能 

などの新しい機能 
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府中市月見ヶ丘体育館 ※

府中市歴史民俗資料館 ※

府中市武道場 ※

府中市文化センター ※

府中市B＆G海洋センター※

※未耐震化の
老朽建物

 

（1）目標1：府中駅周辺に都市機能の集積を維持・促進し、生活の中心拠点を形成する 

 

１）背景 

・府中駅周辺には公共公益施設が集積していますが、一部の施設は遠隔地に位置し、また中心部

に位置する施設も一部老朽化しており、今後の建替方針が必要となっています。 

  

□主な公共施設の分布 

N
0 0.5 1.0 km
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・また、府中駅周辺において、広場や道の駅などの交流機能の整備や歴史を生かした環境整備が

進んでおり、備後国府跡の国史跡指定等を踏まえた継続的かつ効果的なまちづくりが期待され

ます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□まちづくりの主な取り組み状況 

＜道の駅びんご府中＞ ＜石州街道沿いの街並み（出口町）＞ 

※中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画（第 6回変更）より抜粋・編集 

府中駅

鵜飼駅

備後国府跡の国史跡指定

N
0 200 400m

凡例

事業完了※

事業中等※

※平成29年3月時点

(仮)府中駅西広場の整備

都市再生整備計画

(第6回変更)の区域

鵜飼西公園の整備

(仮)はじまりの
広場の整備

道路空間の整備

POM小路の整備

道の駅の整備

図書館周辺整備事業

POM子育て世代
活動支援センターの整備

みんなの公園の整備

府中市地域交流
センターの整備

街並み環境
の整備

お祭り広場の整備

まちぐるみ、まちあるき事業

府中学園の整備

道路空間の整備

府中市民病院
の整備
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 市全体の生活を支える生活利便施設が府中駅を中心に集積している生活拠点 

 

 

３）誘導方針 

 

①  府中駅周辺の都市機能の維持 

 

・生活中心街としての整備が進められてきている府中駅周辺について、中心市街地活性化基本計

画事業等のこれまでの取組みを継続し、公共施設を中心とした都市機能の集積を推進していき

ます。 

・現在立地している施設の流出を防ぐほか、老朽施設の建替え・改修による機能の維持を図りま

す。 

・また、現在遠隔地に立地している公共施設についても建替え時には生活中心街への移転を検討

します。 

・都市機能の集積に合わせて、駐車場の整備も図ります。 

 

 

 

 

② 新しい機能等の誘導 

 

・生活利便施設が身近にあり歩いて暮らせる環境の形成を進めます。特に、周辺の市街地からの

高齢者の住替え等にも対応できるよう、サービス付高齢者住宅等の立地を誘導していきます。 

・高齢者等の健康づくりや府中駅周辺の交流人口増加に寄与する健康増進施設の立地についても

誘導していきます。 

 

 

 

 

③ 歴史文化を生かした観光機能の強化 

 

・備後国府跡の国史跡指定を受けた史跡公園の整備など、中心市街地における歴史や文化を生か

した環境整備、観光振興を進めていきます。 
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（2）目標2：産業軸として整備している南北道路の沿道でものづくりのまちの顔を形成する 

 

１）背景 

・府中市では市街地が急速に拡大してきたため市街地に狭あいな道路が多く、ものづくり産業維

持のためにも、かねてから工業団地と幹線道路を繋ぐ広幅員道路の整備が求められてきたこと

を受けて、現在南北道路の整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

  

□南北道路の整備状況 

※平成 25年時点の住宅地図（ゼンリン）より作成 

工場
・業務機能

学校・保育所
・公民館

農地

Ｂ区間 Ｄ区間Ｃ区間Ａ区間

用地取得中（約７０％完了）
一部工事中

用地取得中
（H27年度開始）

未着手 H29年度中の
全線供用開始目標

至

工
業
団
地

至

福
山
西
IC

0 100 200 m
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

・ものづくり産業の工場や企業、商業などが沿道に立地する産業軸 

 

 

 

３）誘導方針 

 

① 南北道路の継続整備 

 

・ものづくり産業の軸としての南北道路整備を引き続き進めていきます。 

・基盤整備に合わせ、ものづくりのまちの顔となる活気ある街並み景観を誘導していきます。 

 

 

 

 

② 沿道への産業機能・商業機能等の集積の誘導 

 

・南北道路沿道へ、本社機能やショールーム機能などを持つ工場、地場産業工場、新たな産業の

工場などの立地の誘導を進めていきます。 

・広域と繋がる骨格となる幹線道路でもあるため、特に国道 486 号との交点を中心に商業など

の生活利便機能の誘導も図ります。 

・都市機能の誘導を進めることで、将来的な沿道の用途地域変更も想定していきます。 
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（3）都市機能誘導区域の設定 

①都市機能誘導区域の設定の考え方 

・今回の計画策定では、まず府中駅周辺の中心市街地において、これまで取り組んできた「歩

いて暮らせるまちづくり」を引き続き推進する地域として、目標１の実現を目的に、下記の

考え方に基づき都市機能誘導区域を設定します。 

・目標２に係る南北道路周辺地域については、今回の計画策定段階では都市機能誘導区域を指

定せず、今後の施策の具体化を図った段階で計画の見直しを行っていきます。 

 

 

 

②都市機能誘導区域の設定 

・区域設定の考え方に基づき、下図の通り、都市機能誘導区域を設定します。 

 

  

府中駅から半径800m 
（歩いて暮らせるまちづくりを考慮）

備後国府跡の国史跡指定範囲

都市機能誘導区域

中心市街地活性化
基本計画（第一期）

中心市街地活性化
基本計画（第二期）

都市再生整備計画
（第6回変更）

N
0 200 400 m

【都市機能誘導区域の設定の考え方】 

◯歩いて暮らせる範囲（府中駅から半径 800ｍの徒歩圏）を基本としつつ、   

これまでまちづくりを行ってきた下記計画を踏まえ、区域を画定します。 

 ＜区域に含む地域＞ 

・中心市街地活性化基本計画（第一期） 

・中心市街地活性化基本計画（第二期） 

・都市再生整備計画（第 6回変更） 

〇上記に加え、備後国府跡の国史跡指定を踏まえ、備後国府跡を含む区域を追加

します。 

□都市機能誘導区域 
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（4）誘導施設の設定 

①誘導施設の設定の考え方 

・府中市民の日常的な生活圏は近隣市町を含めた広域にわたって形成されており、買い物や就

業などにおいて特に隣接する福山市との強い結びつきがみられます。 

・行政レベルの取組みとしても、福山市を中心とした周辺８市町とともに「備後圏連携中枢都

市圏」を形成し、経済圏や生活圏における連携を進めています。現状でも高次都市機能・サ

ービスの一部は、福山市に依存するかたちで確保しているなど、広域圏全体での連携によっ

て一定の水準の都市サービス・生活利便性を維持していくことに取り組んでいます。 

・このような広域圏全体でのつながりや連携体制を前提として、府中市に必要な都市機能を考

えていきます。高次都市機能は圏域の拠点である福山市に依存しながら、より身近な生活に

必要な身の丈にあった都市機能を誘導施設として設定し、今後も維持していきます。 

 

 

 

  

□備後圏における府中市の位置づけ 
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②誘導施設の設定 

・都市機能誘導区域内において、公共公益施設を中心に、区域外への散逸を防ぎ集約的な立地

を進めていくべき施設を誘導施設として定めます。 

・市全体の日常的な生活を支える生活利便機能や、府中駅周辺を魅力ある地域としていくため

の交流機能などを誘導施設とし、府中駅周辺での既存の都市機能の維持や交流人口の増加を

図っていきます。 

・なお、今回は誘導施設として位置付けを行わないその他の施設については、今後の社会情勢

の変化、老朽化による建替えや南北道路周辺への誘導施策の具体化など伴って、都市機能誘

導区域への立地の誘導の必要性が生じた場合に、誘導施設への位置付けを図ります。 

・今後とも関係各課と集約型都市構造の必要性を共有しながら、これらの施設の立地の方針を

考え、誘導施設としての必要性について検討を進めていきます。 

 

□誘導施設 

分野 誘導施設 備考 

医療 病院   

福祉 
地域包括支援センター   

サービス付き高齢者住宅   

子育て 子育て世代活動支援センター   

文化 

図書館   

生涯学習センター   

文化センター   

地域交流センター   

歴史民俗資料館※ ※将来の誘導を検討 

商業 

商業施設（床面積 10,000㎡以上）   

道の駅   

健康増進施設※ ※新規誘導を検討 

行政 
市役所   

教育センター  

 

□都市機能誘導区域内の既存施設の概要 

 

 

  

子育て世代
活動支援ｾﾝﾀｰ

図書館

生涯学習ｾﾝﾀｰ

病院大規模商業

市役所・
地域包括支援センター

教育ｾﾝﾀｰ
文化ｾﾝﾀｰ

道の駅

地域交流ｾﾝﾀｰ

都市機能誘導区域

誘導施設

ｻｰﾋﾞｽ付き
高齢者住宅

N
0 200 400 m
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◯農林業などの活性化の推進

・様々な形態の農業経営支援や新たな
営農の担い手の育成

・遊休農地の活用 など

◯各地域の核となる場の維持

・集落コアとして地域活動の場である
集会所・公民館機能の維持 など

◯府中市北部における生活の拠点の維持

・小さな拠点づくり事業等を活用した生活利便施
設の維持

・白壁の街並みを生かした、市内外の連携による、
観光・交流の強化 など

銀の道
（寄り道ｺｰｽ）※

至 大森
（石見銀山）

至 尾道

N

0 2 4 km

◯拠点とつながる
ネットワークの維持

・拠点と集落をつなぐ道路や公共
交通の維持

・医療・買い物等の出張サービス
充実 など

４-３. 誘導区域外について 

 

 

・都市計画マスタープランでは「住み続けられる集落市街地の形成」を掲げ、コミュニティの

核となる集落コアの形成や生活中心街とつながる交通ネットワークの形成を目指しています。 

 

・そこで、誘導区域外では、下記の目標を掲げまちづくりに取り組んでいきます。 

 

目標：地域の核の維持と拠点と繋がるネットワークの確保 

 

 

 

 

□拠点やネットワークの形成イメージ 

  

※銀の道ツーリングマップより 
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（1）目標：地域の核の維持と拠点と繋がるネットワークの確保 

 

１）背景 

・集落市街地は古くから人が居住してきた場所であり、現在まで地縁・血縁による地域コミュニ

ティが維持されています。 

・結婚や出産を経た、30代以降の転出傾向が弱まる世代も一定数居住しており、今後も人々が住

み続ける居住地であるということを前提にして、まちづくりに取り組んでいく必要があります。 

・一方で、高齢化が進んでおり、今後も住み続けられるようにしていくためには、買い物・医療

福祉などの機能の維持や、生活サービスへのアクセス確保などが課題となっています。 

 

 
 

 

 

 

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

350人

400人

0-
4歳

5-
9歳

10
-1
4歳

15
-1
9歳

20
-2
4歳

25
-2
9歳

30
-3
4歳

35
-3
9歳

40
-4
4歳

45
-4
9歳

50
-5
4歳

55
-5
9歳

60
-6
4歳

65
-6
9歳

70
-7
4歳

75
-7
9歳

80
-8
4歳

85
-8
9歳

90
-9
4歳

95
-9
9歳

10
0歳
以
上

旧府中市集落市街地 旧上下町集落市街地

※市全体の傾向として
転出が多く見られる年代

□集落市街地の居住人口（平成 22 年） 

※国勢調査より 

□集落市街地の居住者の居住継続意向（年代別） 

※平成 28年市民アンケートより 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

住み慣れている

緑や自然が豊か

実家のため

自然災害の危険性が低い

治安が良い

隣近所のつきあいが活発

親類や知人が多く住んでいる

家賃が安い、家や土地が広いなど住宅に満足

買い物が便利

歴史や文化等への誇り、愛着

8

28

17

0

2

0

0

1

0

11

25

16

15

33

17

10

6

0

6

20

10

1

2

0

3

3

0

0

1

0

5

7

7

3

6

3

2

9

0

3

5

4

5

11

5

1

8

4

9

1

0

5

4

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20～30代

40～60代

70歳以上

転居・転出したい理由（年齢別）

老後が不安 緑や自然が荒れている 歴史や文化が乏しい
公共交通が不便 買い物が不便 通勤・通学が不便
医療・福祉サービスが不十分 文化施設等の公共施設が不十分 子育て環境が良くない
治安が悪い 自然災害の危険性が高い 道路が狭い、管理が不行き届き
住宅に不満 隣近所のつきあいが煩わしい 人が減り、活気が失われている
親族との同居 転勤や転職を考えている その他

「老後が不安」 「公共交通が不便」「買い物が不便」「医療・福祉サービスが不便」

□転居・転出したい、転居・転出するかもしれない理由 

※平成 28年市民アンケートより 

□集落市街地の居住者の住み続けたい理由 

※平成 28年市民アンケートより 
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スーパー

小学校

中学校

高校

上下支所・図書館

保育所

病院

N
0 200 400m

行政界

都市計画区域

用途地域界

 

・府中市北部地域においては、日常生活に必要な都市機能が旧上下町中心部である上下駅周辺に

概ね集積しており、北部地域の人々が利用する生活の核となっています。 

・また、旧上下町中心部では、商店街の空き店舗等の増加による活気の低下に対して、白壁の街

並みの修景や NPO 等による空き家の活用、高校生等と連携によるイベント開催（上下高等学

校による「高校生による中山間地域わくわく事業」等）などの活動を行うことで、商業だけで

はない観光等を含む活性化の取組みが展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□旧上下町中心部の都市機能 

□旧上下町中心部の町並み 

※地図：電子地形図（タイル）(国土地理院)より 
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・集落市街地においては、農業等従事者の割合が比較的高く、特に旧上下町においては 20%程

度を占めています。 

・一方で、就農者の高齢化が進んでおり、担い手の確保などが課題となっています。 

・このように、集落市街地においては農業等が重要な産業の１つであるため、住み続けられる環

境を維持していく上でも働く場としての農業環境の活性化が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 平成 12年 平成 22年 

全国 54.4歳 58.3歳 

広島県 56.9歳 60.9歳 

府中市 56.6歳 60.8歳 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

府中市全体

旧上下町集落市街地

旧府中市集落市街地

産業別就業者の割合

農業等 建設業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業，郵便業

卸売業，小売業 金融業，保険業 不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの） 公務（他に分類されるものを除く） その他

農業等

製造業
卸売業、
小売業

※平成 22年国勢調査より 

□産業別就業者の割合 

※平成 12年、平成 22年農林業センサスより 

□農業従事者の平均年齢 
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２）誘導方針 

 

① 府中市北部における生活の拠点の維持 

・上下駅周辺については、既存の生活利便施設の集積を生かした核として、小さな拠点づくり事

業等を活用しながら機能の維持を図っていきます。 

・天領であった古い白壁の街並みの歴史を生かした環境整備や、銀の道等による市内外の広域連

携を進めながら観光・交流の強化を図ります。 

 

 

② 各生活地域の核となる場の維持 

・旧小学校区程度の単位を目安として、集会所・公民館機能を核として、地域活動の場の維持 

及び生活サービスの提供を進めていきます。 

 

 

③ 拠点とつながるネットワークの維持 

・生活サービスの集積した拠点地域へのアクセス手段を維持していくために、広域的なネットワ

ークとなる幹線道路や生活道路の維持、デマンド交通や路線バスの維持を図っていきます。 

 

 

④ 空き家の利活用や跡地利用 

・利活用可能な空き家に対する補助制度や活用・流通させる場合のメリット等を周知するなど、

住宅ストックとしての活用・流通を促進し、空き家の除却後の跡地をまちづくりの資源として

捉え、地域住民の憩いの場等を整備し、居住環境の向上を図ります。 

 

 

⑤ 農林業などの活性化の推進 

・農林業生産と加工販売の一体化、地域資源を活用した新たな産業（6次産業化等）の創出を促

進することや、集落法人などの様々な形態の農業経営を支援し、新たな営農の担い手の育成に

取り組みます。 

・地産地消を推進するため、地元食材を使った学校給食の実施などに取り組みます。また、遊休

農地を活用した市民農園の拡充なども検討していきます。  
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（2）誘導区域外に関する位置づけの考え方 

 

・誘導区域外の集落市街地においては、法定計画としての居住誘導区域等の位置付けは行いま

せんが、都市計画マスタープランで掲げている「住み続けられる集落市街地の形成」を目指

し、府中市独自にまちづくりの方針を本計画に位置づけます。 

 

 

  

【誘導区域外】
法定計画として居住誘導区域等の区域を設定しないものの、
都市計画マスタープランで位置づけた「住み続けられる市街地
の形成」の実現に向け、府中市独自に誘導方針を位置づけ

（上下都市計画区域）

（府中市都市計画区域） （市街化区域）

【誘導区域内】
法定計画として都市機能誘導区域・居住誘導
区域を指定し、誘導方針に基づき都市機能や
居住を緩やかに誘導

□誘導区域外の位置づけ 
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４-４. 道路・公共交通ネットワーク 

 

・当面は自動車によるネットワークを基本としながら、交通弱者等のために、生活中心街等と

つながる公共交通の維持を図っていきます。 

 

 

① 広域ネットワーク：国道等の幹線道路、福山市とつながる広域バス路線・JR 福塩線 

・府中市の骨格となり広域の拠点ともつながる道路・交通ネットワークとして、幹線道路や

広域バス路線、JR 福塩線の維持を今後も図っていきます。 

 

 

② 居住誘導区域内のネットワーク：循環バス（ぐるっとバス）  

・生活中心街に立地する都市機能へアクセス公共交通網として、循環バスの維持を今後も 

図っていきます。 

 

 

③ 集落市街地に関わるネットワーク：デマンド交通（予約型乗合タクシ－等）  

・生活中心街に立地する都市機能へアクセスする公共交通網として、既存の予約型乗合  

タクシー等の運行を継続していきます。 

 

 

 

 

居住誘導区域

工業団地

① 広域

③ 集落市街地

循環バス

② 居住誘導区域内

デマンド交通等

・広域バス路線
・JR福塩線

道路

鉄道

路線バス・
デマンド交通

都市機能誘導区域

集落市街地

旧上下町
中心部

福山市

高速道路IC

凡例

国道・高速道路

□道路・公共交通ネットワーク構造 




